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◎【特集：日本スペースロー研究会・紙面座談会】

法的観点から見たサブオービタル宇宙旅行の現状や課題

米国で本年 7 月 11 日にヴァージン・ギャラクティック（Virgin Galactic、本紙 7687 号掲載）、同 20 日に

米国のブルー・オリジン（Blue Origin、本紙 7691 号掲載）による有人打上げが成功、日本でもスタートアッ

プの事業進展が注目されるサブオービタル飛行による宇宙旅行について、宇宙ビジネスを取り巻く法的問

題・課題等について研究・支援を行う弁護士による団体、一般社団法人日本スペースロー研究会のメンバー

による紙面座談会を開催、宇宙旅行についての解説や日本の法整備の現状整理、法的又は実務上の課題など

について検討いただきました。

◇宇宙旅行、サブオービタル飛行とは

［(編集部)宇宙旅行の定義やその種類などについて］

（山崎臨在弁護士）前提として、どの高度からが宇

宙かということが問題になりますが、宇宙条約等に

おいてどの高度からが宇宙かという定義はなく、国

際的な合意はないのが現況です。このような中で、

その定義について様々見解があります。例えば、高

度 100km 以上を宇宙とする見解（いわゆるカルマン

ラインと言われ、高名な航空宇宙科学者フォン・カ

ルマン博士による提案で国際航空連盟がこれを採用

しています。）や、NASA が採用する高度 80km 以上

を宇宙とする見解、200km 以上こそが宇宙という見

解（同見解は、人工衛星を高度 100km で周回させよ

うとしても地球を 1 周もできませんが、高度 200km
であれば 1 週間弱は地球を周回することを根拠とし

ます。）がありますが、現在のところ高度 80～100km
以上に到達する旅行であれば、宇宙旅行といえるで

しょう。

［米国 2 社、ヴァージン・ギャラクティックとブル

ー・オリジンが成功した宇宙旅行「サブオービタル」

飛行とは］

（山崎弁護士）今回成功したサブオービタル宇宙旅

行は、宇宙機により高度 100km 付近まで上昇、無重

力空間を 5 分程度体験し地球に戻るというものであ

り、地球を周回しない旅行となります。ちなみに、現

在、他の宇宙旅行として計画されているものとして

は、国際宇宙ステーションの滞在旅行や地球周回旅

行、宇宙ホテルでの滞在旅行、月周回旅行やさらに

将来では月面着陸旅行、火星への旅行なども技術開

発とともに現実味を帯びていくと思います。なお、

地球周回旅行については、本年 9 月にスペース X の

クルードラゴンが民間人 4 人を乗せて、初めて地球

周回旅行を成功させたことが話題となっています。

サブオービタル飛行の概念図（NASA、一部修正）

［サブオービタル飛行による宇宙旅行の費用について］

（大段徹次弁護士）サブオービタル飛行について

は、ヴァージン・ギャラクティック社は 1 席 45 万ド

ル、また一方のブルー・オリジン社は今後値上げさ

れる可能性はあるものの、現時点では 1 席 20 万ドル

での販売と聞いています。日本において宇宙旅行の

実現を目指している PD エアロスペース社は将来の

費用の目標を 39 万 8,000 円としており、将来的には

誰でもサブオービタル飛行を楽しむことができるよ

うになるかもしれません。
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［将来的な宇宙旅行の市場規模について］

（大段弁護士）宇宙旅行の市場規模については、サ

ブオービタル軌道での宇宙旅行及び地球低軌道

（ISS 活用等）への宇宙旅行を合わせて、2030 年に

約 3,400 億円の市場となることが見込まれると言わ

れています（Northern Sky Research 社による需要予

測）。また、将来的にはサブオービタル飛行で培わ

れた技術は二地点間高速輸送に応用可能と考え（↗）

られており、6 月 22 日に文部科学省より公表された

「革新的将来宇宙輸送システム実現に向けたロー

ドマップ検討会中間取りまとめ」においては、この

二地点間高速輸送の市場規模は、既存の旅客航空機

需要の一部が代替されると仮定して概算すると、

2040 年には日本発着ベースで年間 5.2 兆円程度の市

場規模となる可能性があると指摘されています。

◇大きな一歩、Virgin Galactic と Blue Origin の打上げ成功

［ヴァージン・ギャラクティックやブルー・オリジ

ンによる宇宙旅行成功の意義について］

（大島日向弁護士）宇宙開発は、古くは官主導で行

われてきました。両社による宇宙旅行の成功は、（↗）

有人宇宙活動を商業的に行うことの先駆けとなる

ものであると考えられ、宇宙ビジネスへの注目度と

市場拡大にもつながるイベントであると考えてい

ます。

［米両社の打上げ方法や到達高度の違い、また他の

打上げ方法について］

（大島弁護士）ヴァージン・ギャラクティック社は、

飛行機を用いた水平型の打上げであり、到達高度は

高度 85km 程度（2021 年 8 月時点）と言われていま

す。同社は、ニューメキシコ州南部に同社が建設し

た宇宙港である「スペースポートアメリカ」から発

着します。

これに対してブルー・オリジン社による打上げは、

ブースターとカプセルを用いた垂直型の打上げで

あり、到達高度としては高度 107km 程度と言われて

います。特徴としてパイロットのいない自動飛行で

あることがあげられます。

一般的に、宇宙旅行における打上げ方法は、ヴァ

ージン・ギャラクティック社のような水平型か、ブ

ルー・オリジン社のような垂直型が主流ですが、米

国フロリダ州に本社を置くスペース・パースペクテ

ィブ社（Space Perspective）は、気球「宇宙船ネプチ

ューン」を使用した宇宙旅行を 2024 年前半に計画

しています。料金は 1 人あたり約 12 万 5000 ドルで、

1 回の飛行で操縦士を含めた 8 人が搭乗可能のとの

ことです。

その他、射場の違いという点に着目をすれば、現

在は地上からの離発着が念頭に置かれていますが、

今後は海上からの打上げを行われる可能性もある

と考えられます。一般論として、海上からの打上げ

は、当然ながら打上げ施設周辺への安全性に関する

問題が地上での打上げに比して相対的に低くなり

（ただし周囲の海洋環境への影響の考慮は不可欠

です。）、また、例えば赤道近辺で打上げることに

より、地球の自転による遠心力を使用することがで

きるといった点でメリットがあると考えられてい

ます。

Virgin Galactic

Blue Origin
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◇サブオービタル宇宙旅行、米英における法整備・保険状況について

［有人宇宙旅行における打上げ方法の違いによる

法的な相違点について］

（大島弁護士）有人宇宙旅行に関する法制度は、日

本はもとより、世界においても未だ十分に整備され

ているとは言えません。そのため、現時点で、打上

げ方法の違いによって法律上又は契約上の明確な

相違点があるものではないと考えられますが、有人

宇宙旅行に際しては、①搭乗者の安全性と②周辺住

民や施設への安全性という観点からルールが作ら

れる必要があると考えます。①搭乗者の安全性とい

う観点からは、ヴァージン・ギャラクティック社の

ようなパイロットが操縦する形での宇宙旅行と、パ

イロットを要さず自動運転で行うブルー・オリジン

社との間では、操縦に関する人為的なミスの介在可

能性という観点で相違があることから、契約上のリ

スク分配も異なってくると思われます。また、②周

辺住民や施設の安全性との観点からは、その射場は

地上であるのか、周辺に何もない海上であるのかに

よっても、打上げに伴うリスクは異なりますので、

契約や、今後整備されることが期待される法制度の

設計との関係では、例えば海上からの打上げの方が、

打上げに必要な許認可のハードルが下げられる等

といった形で法的な差異が生じる可能性はありう

ると考えます。

［米国における宇宙旅行の保険について］

（松宮 慎弁護士）米国の商業打上げ法では、打上

げ事業者（ヴァージン・ギャラクティックやブルー・

オリジン）は、搭乗者（宇宙旅行者）に対する損害

賠償を負わないということになっています。同法は、

搭乗者に対して、打上げやリエントリに伴う健康や

生命に対する危険などについてインフォームド・コ

ンセントのための説明をし同意を得なければなら

ないとしています。さらに、搭乗者は、打上げ事業

者及び連邦政府との間で、相互に損害賠償責任を放

棄する旨の誓約をしなければなりません。そのため、

宇宙旅行中に万一のことが起こっても、宇宙旅行参

加者は、打上げ事業者や連邦政府に対し、損害賠償

を請求することはできないと考えられています。し

たがって、米国のサブオービタル宇宙旅行に参加す

る場合、事前に、個人で傷害保険や生命保険に加入

しておく必要があります。また、例えば、宇宙旅行

中の無重力環境下で、参加者同士で事故が発生した

場合、参加者自身の損害賠償責任は免責とはなりま

せんので、個人賠償保険に加入しておく必要があり

ます。

なお、サブオービタル機の打上げ失敗により、地

上の第三者に対して損害を与えた場合は、これらの

第三者に対する損害賠償は免責とはなりません。そ

のため、商業打上げ法によって打上げ事業者には損

害賠償保険への加入が義務付けられています。また、

加入義務はありませんが、両社とも、機体について

の損害保険にも加入していると考えられます。

［海外におけるサブオービタル飛行に関する法整

備状況について］

（大段弁護士）既に民間による有人のサブオービタ

ル飛行に成功している米国では、商業宇宙打上げ法

及び運輸省連邦航空局が定める安全管理規則にお

いてサブオービタル飛行に関する許認可制度が整

備されております。英国についても、英国国内での

サブオービタル飛行は実現されていないものの、

2018 年 3 月 15 日に成立した英国宇宙産業法におい

て「サブオービタル活動」に関する規律を定めてお

り、英国国内でのサブオービタル飛行を想定した法

整備がなされております。ニュージーランドにおい

ても、同国において小型ロケットの打上げを行う

Rocket Lab 社の働きかけも受けて 2017 年 7 月 10 日

に成立した宇宙・高高度活動法において、宇宙空間

に至る前までの空域での活動を想定した「高高度活

動」（high-altitude activities）に関する規律が定めら

れております。ただ、ニュージーランドについては

米 国 及 び 英 国 と は 異 な り 、 宇 宙 旅 行 参 加 者

（Spaceflight participants）に関する明示的な規定は

存在しておりません。
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◇本邦サブオービタル飛行開発２社の取組み

［宇宙旅行、日本の事業者の取組み状況について］

（岩下明弘弁護士）日本では、SPACE WALKER と PD
エアロスペースの 2 社が機体開発を行っています。

◇SPACE WALKER 港区新橋に本社、東京理科大

学・野田キャンパス内に R&D センター、広島県呉

市に営業所を構える宇宙ベンチャー（2017 年設立）。

東京理科大学理工学部機械工学科、宇宙システム研

究室との共同研究により、科学実験・小型衛星打上・

宇宙旅行の 3 つの分野で有翼かつ再使用型のロケッ

トの研究・開発を行っています。

開発・実証計画等については、2020 年、有翼ロケ

ット実験機「gaaboo（ガーブー）号」の打上げ試験

を実施。また、北海道大樹町にて打上げを計画して

おり、昨年、エア・ウォーター株式会社及びエア・

ウォーター北海道株式会社との基本合意書を締結。

今年、サステナブル宇宙開発宣言をし、Eco Rocket
を発表しました。特徴は、①有翼再使用ロケット：

再使用により、コスト低減や高頻度打上に適してい

るのみならず、環境負荷が低いことが利点。高速二

地点間輸送への発展・実現も期待される。②バイオ

燃料の使用：バイオ燃料での打上げを可能にするた

め、パートナー企業と連携し牛の糞尿（排泄物）等

から出るメタンを利用した燃料の開発を行ってい

る。③誘導制御システム：自動操縦による地球と宇

宙の往還を可能とする誘導制御システムを搭載し

た有翼再使用ロケットを開発している。

スペースウォーカーでは、メイドインジャパンの

サブオービタルスペースプレーン科学ミッション

機を 2022 年、小型衛星打上機を 2024 年、そしてサ

ブオービタル宇宙旅行機を 2027 年に初飛行させる

ことを目指している。

◇PD エアロスペース

（山崎弁護士）：宇宙機開発（完全再使用型サブオ

ービタル宇宙飛行機）、宇宙旅行及び附帯事業、宇

宙輸送事業（宇宙港含む）を行う愛知県名古屋市の

宇宙ベンチャー（2007 年設立）。ANA ホールディ

ングスや HIS など 11 億円規模の資本調達に成功。

ジェットエンジンとロケットエンジン、2 つの機能

を持つ燃焼モード切替エンジン が最大の技術特徴

（特許 1 件取得済、その他 1 件特許出願中）。

PD エアロスペースは、2020 年、無人実験機（PDAS-
X06）の飛行許可（無操縦者航空機）を得て、地上試

験をスタートさせました。PDAS-X06 は、空力特性

の取得や、エンジン・機体及び通信システムの技術

実証のための実験機です（宇宙空間に到達させるた

めの次期開発機 PDAS-X07 の 50％スケールモデル）。

また、PD エアロスペースが目指す有翼型機によ

るサブオービタル飛行は国内法での取扱いが決ま

っておらず、高度 100km を目指す無人実験機 PDAS-
X07 についても、同様でしたが、「サブオービタル

飛行に関する官民協議会」での調整の結果、安全確

認の役割分担が次の通りに決定しました。

◇ジェット推進部分：航空機等と同様の規制を適用

（国交省）。◇ロケット推進部分：観測ロケット等

と同様の規制を適用（内閣府）。◇同機を飛行させ

ることに必要な関連する他の法規制：それぞれの官

庁が所轄。

その他、飛行試験を行う候補地として、下地島宇

宙港事業に関し沖縄県と基本合意や、米国コロラド

宇宙港との MOU を締結しました。

打上げ目標マイルストーンとして 2024 年に有人

機（PDAS-X08）の軌道投入を目指しています。
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◇注目される官民協議会の進展、法整備・宇宙港・保険・ＵＴＭなど

［サブオービタル飛行に関する日本の法整備の状

況について］

（岩下弁護士）平成 30 年 11 月 15 日に施行された

宇宙活動法は、人工衛星及びその打上げ用ロケット

の打上げ許可に関して定めた法律であり、人間が地

球周回軌道に到達することは規律されていません。

また、サブオービタル飛行については、航空法の適

用の余地がないとはいえませんが、明確にされてお

らず、法整備が不十分な状況です。

令和 2 年 12 月 15 日に改訂された政府による宇宙

基本計画工程表では、有人商用サブオービタル飛行

について、「官民協議会を中心に、2020 年代前半の

国内での事業化を目指す内外の民間事業者におけ

る取組状況や国際動向等をふまえ、必要な環境整備

の在り方及びその実現に向けた進め方について、早

期に具体化する。」とされており、環境整備などの

方向性、安全審査の在り方などの具体化が求められ

ていくと思います。

（山崎弁護士）官民協議会では、①国内事業者

（SPACE WALKER 及び PD エアロスペース）の開

発状況、②各国（米英）の法整備等の状況、③国内

外のスペースポートの状況の共有等、今後の日本の

サブオービタル飛行の方向性の取り決めに向けて

議論されています。

［航空法におけるサブオービタル飛行の観点につ

いて］

（稲垣 航弁護士）現行の航空法では、サブオービ

タル飛行に係る明文規定は設けられていません。航

空法上の「飛行機」が何を意味するか明確に定義さ

れていないため、サブオービタル機が、航空法上の

「航空機」に該当するかどうか統一的な見解は形成

されていないというのが現状です。この点、航空法

第一条で引用する国際航空民間条約（シカゴ条約）

では、航空機（Aircraft）を「揚力」によって浮遊す

る機体と定義し、「揚力」によって浮体する機体と、

「ロケットエンジンの推進力」を利用する機体とを

区別しています。したがって、現行の航空法でも同

様の見解を採るものと解されます。なお、PD エアロ

スペース株式会社の無人実験機の実証実験につい

て、「ロケット推進部分」については内閣府の管轄

（観測ロケット等と同様の規制を適用）、「ジェッ

ト推進部分」については国土交通省の管轄（航空機

等と同様の規制を適用）として整理しており、シカ

ゴ条約における上記整理と親和性があります。

ただ、サブオービタル機を「航空機」に該当する

と位置付けた場合、航空法上、航空機に課される厳

しい安全基準等の遵守が必要となります。具体的に

は、耐空証明の取得等が必要です。サブオービタル

事業の進展を不要に阻害しないように、例えば、少

なくとも実証段階では安全基準を一定程度緩和す

るなど、現行の科学技術の水準に照らして、航空機

とは異なる枠組みの整備を法的観点のみならず、技

術的観点からも議論を深めていく必要があるよう

に思われます。

また、有人飛行の場合も、米国のようにインフォ

ームド・コンセントの概念の導入は、日本の商法・

消費者契約法との関係で容易ではありませんが、損

害賠償請求額の上限を設定し、保険の付保を容易に

するなどの仕組みも検討していかなければなりま

せん。

［スペースポート（宇宙港）の位置付けについては］

（稲垣弁護士）スペースポートとは、地球から宇宙

空間に打上げられる又は飛び立つ機体の離発着の

場と考えられています。将来的に宇宙旅行が実現し

た場合、現在の空港のように、宇宙港はたくさんの

人で賑わうことになるでしょう。日本では、大分空

港、下地島空港及び北海道大樹町等が宇宙港への名

乗りを上げています。大分空港は米ヴァージン・オ

ービット社と大分県が提携し、2022 年に早ければ人

工衛星の打上げを計画しているそうです。下地島空

港については PD エアロスペース、大樹町は SPACE 
WALKER が利用を計画しています。

宇宙港の法的位置付けについては、現行の空港法

上、明確ではありません。「空港」とは、あくまで

「航空機」の離発着の場として整理されており、宇

宙港の法的位置付けについては、サブオービタル機

を「航空機」に含めるかという問題と合わせて検討

していく必要があるように思われます。

仮に、大分空港など既存の空港を、宇宙港して活用

する場合、例えば、空港管理者は、空港供用規定（空

港法第 12 条）にその旨を定め、国土交通大臣に届

け出る必要があるものと考えられます。当該空港供

用規定は、「空港の設置及び管理に関する基本方針」

に適合しているか否か（空港法第 12 条第 2 項）、
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航空の安全や地域騒音などが判断されることとな

ります。新たに宇宙港を設置する場合、航空法、空

港法、及び宇宙活動法においても、宇宙港の設置自

体の許認可の規定は現状設けられていません。既存

の空港法上の枠組みで、宇宙港を整理することの可

否についても議論していかなければなりません。

今後、宇宙港を取巻く国際競争は厳しさを増して

いくように思われ、例えば、民間の能力を活用した

コンセッションスキームを採用し、多数の日本企業

がコンソーシアムを組成して、国際的にも競争力を

有する宇宙港の発展を目指す仕組みを導入するこ

とも重要と考えます。

［日本における宇宙旅行の保険について］

（松宮弁護士）日本では、サブオービタル宇宙旅行

は、商法上の旅客運送に該当すると考えられますが、

商法では、旅客の生命又は身体の侵害による運送人

の損害賠償の責任を減免する特約は無効であると

されています。したがって、米国のように宇宙旅行

参加者からインフォームド・コンセントを得て、打

上げ事業者の損害賠償責任を免責する合意を締結

する方法はとれません。我が国では、まだ、打上げ

事業者の損害賠償責任や保険について十分な議論

がなされている状況ではありませんが、現在の法律

を前提とすると、打上げ事業者は、地上の第三者だ

けでなく、宇宙旅行参加者に対する損害賠償責任を

カバーする保険に加入する必要があると考えられ

ます。

［宇宙交通管理の必要性は］

（北村尚弘弁護士）サブオービタル飛行に限らず、

今後宇宙空間を飛行するロケットや衛星などが増

えるほど、航空交通管理（Air Traffic Management）
や海上交通管理（Maritime Traffic Management）のよ

うな宇宙交通管理（Space Traffic Management）とい

うものが、宇宙空間にも必要になるだろう、といわ

れており、2010 年代以降、議論がさらに活発化して

きています。特に今回、ヴァージン・ギャラクティ

ック社、ブルー・オリジン社の事業化方向に伴い、

さらに議論が進んでいくと思います。元来、宇宙交

通管理は衛星同士の衝突回避が主たる目的であり

ましたが、サブオービタル飛行による有人飛行を考

えますと、衝突回避の必要性はより高くなり、議論

はさらに進むと考えられます。

［日本におけるその他の取組みについて］

（稲垣弁護士）二地点間高速輸送や、地上から宇宙

空間への輸送など、革新的将来宇宙輸送システムへ

の取組みがあります。具体例として、兼松株式会社

は、米 Sierra Space Corporation の代理店として、

Dream Chaser という再利用型宇宙往還機の日本での

事業化に取り組んでいます。日本企業がこのような

国際的な宇宙ビジネスに関与していることを、とて

も誇らしく思います。法律家として、革新的な航空

宇宙事業の促進を後押しできるように、既存の法制

度の解釈のみならず、ロビー活動等、新たな法整備

の構築に向けた積極的な活動の重要性を日本スペ

ースロー研究会でも強く認識しています。

日本スペースロー研究会（Japan Space Law Association、https://japan-space-law-association.org/）
座談会参加メンバー （前列・左から）代表理事 北村尚弘（センチュリー法律事務所）、

理事 岩下明弘（三宅・今井・池田法律事務所）、同 松宮 慎（弁護士法人東町法律事務所）、
(後列・左から)同 大段徹次（森・濱田松本法律事務所）、同 稲垣 航（ベーカー＆マッケンジー
法律事務所（外国法共同事業））、同 大島日向（中村・角田・松本法律事務所）、同 山崎臨在   
（弁護士法人内田・鮫島法律事務所）                                                                                                                              


